
R6 こ幼認第 10623 号 

令 和 7 年 1 月 9 日 

各保育所設置者 様 

 

仙台市こども若者局幼稚園・保育部認定給付課長 

 

令和７年度における公定価格の各種加算適用申請のご案内について 

 

日頃より本市の教育・保育行政の推進にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて，令和７年度の公定価格における各種加算申請の必要な手続き等につきまして，下記のとお

りご案内いたします。内容を確認いただき，令和７年１月２４日（金）までに必要書類をご提出く

ださいますようお願い申し上げます。 

記 

１ 令和７年度公定価格について 

現時点では，令和７年度において，加算内容等の変更に係る国からの正式な通知発出等はござ

いません。そこで令和６年度の制度内容をもとに確認手続きを行うことといたしますが，今後，

国による決定，通知が行われた後，加算内容等が変更になる可能性がありますことをご了承くだ

さい。 

 

２ 公定価格の加算申請について 

令和７年度公定価格における下記加算のうち，適用を希望する加算および該当する減算調整に

ついて，申請書に必要書類を添えてこども若者局認定給付課あてご提出ください。 

① 施設長の配置に係る確認書 

※減算の非該当・適用に関わらず，必ずご提出ください。 

令和６年度より施設長（園長・所長）に変更がない場合であってもご提出ください。 

② ３歳児配置改善加算適用申請書  

③ 主任保育士専任加算適用申請書 

④ 事務職員雇上費加算適用申請書 

⑤ 療育支援加算適用申請書 

⑥ 減価償却費加算適用申請書 

⑦ 賃借料加算適用申請書 

⑧ 休日保育加算適用申請書 

⑨ 栄養管理加算適用申請書 

⑩ ４歳以上児配置改善加算申請書 

※冷暖房費加算，副食費徴収免除加算（２号）については，全ての施設に加算されますので，

申請を省略いたします。 

 

裏面に続く→ 



 

３ 提出期限  令和７年１月２４日（金） 

 

※①について令和６年度より施設長に変更がない場合，添付書類の省略可（申請書のみ提出）

です。 

※⑤について，添付書類として別紙「療育支援加算対象児童について」が必要です。なお，特

別児童扶養手当の支給対象障害児がいる場合は，特別児童扶養手当を受給していることが分

かる書類の写し，障害の程度等は支給要件に該当するが所得制限により手当の支給がされて

いない場合は，不支給通知書の写しが必要です。 

※⑥・⑦ついて，令和６年度までに適用となっている場合には添付書類の省略可です。 

※⑧について，添付書類として「休日等における保育士の配置状況が記載された職員体制図」，

「利用子ども数の見込み及び数の根拠となる資料」が必要です。 

※⑨について，栄養士免許証と雇用契約書等の写しが必要となります。契約の締結や更新時期

の関係で，雇用契約書等の写しが期日までに準備ができない場合は，後日準備が出来次第ご

提出ください。（※申請書提出より３か月以内に雇用契約書等の写しの提出がない場合は，

当該加算認定を取消します） 

※令和７年４月支払分委託費の額は，上記申請により認定された加算項目に基づいて算定しま

す。４月の支払以降に加算内容に変更があった場合は，７月以降の支払時に精算を行います。 

※申請書の提出後に，職員配置や入所児童数の予定が変更になる等により，申請内容に変更が

生じた場合には，速やかに認定給付課までご連絡ください。 

※①・③・④・⑨について，年央で対象職員が変更となった場合は，変更の加算適用申請書を，

再度ご提出ください。 

※処遇改善等加算については，別途案内しておりますので，そちらの確認票にご回答ください。 

※その他の加算等申請につきましては，後日改めてご案内いたします。 

 

 

 

【お問い合わせ先】仙台市こども若者局幼稚園・保育部認定給付課 担当：横山 

〒980-0011 仙台市青葉区上杉１丁目 5-12 仙台市役所上杉分庁舎 9階 

電話 022-214-8041 


